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第
九
百
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
相
続
分
の
指
定
が
あ
る
場
合
の
債
権
者
の
権
利
の
行
使
）

第
九
百
二
条
の
二

被
相
続
人
が
相
続
開
始
の
時
に
お
い
て
有
し
た
債
務
の
債
権
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
相
続

分
の
指
定
が
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
共
同
相
続
人
に
対
し
、
第
九
百
条
及
び
第
九
百
一
条
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
相
続
分
に
応
じ
て
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
そ
の
債
権
者
が
共
同
相
続
人
の

一
人
に
対
し
て
そ
の
指
定
さ
れ
た
相
続
分
に
応
じ
た
債
務
の
承
継
を
承
認
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
百
三
条
第
一
項
中
「
前
三
条
」
を
「
第
九
百
条
か
ら
第
九
百
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の

意
思
表
示
は
、
遺
留
分
に
関
す
る
規
定
に
違
反
し
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
」
を「
そ
の
意
思
に
従
う
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

婚
姻
期
間
が
二
十
年
以
上
の
夫
婦
の
一
方
で
あ
る
被
相
続
人
が
、
他
の
一
方
に
対
し
、
そ
の
居
住
の
用
に
供
す

る
建
物
又
は
そ
の
敷
地
に
つ
い
て
遺
贈
又
は
贈
与
を
し
た
と
き
は
、
当
該
被
相
続
人
は
、
そ
の
遺
贈
又
は
贈
与
に

つ
い
て
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
旨
の
意
思
を
表
示
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

第
九
百
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
遺
産
の
分
割
前
に
遺
産
に
属
す
る
財
産
が
処
分
さ
れ
た
場
合
の
遺
産
の
範
囲
）

第
九
百
六
条
の
二

遺
産
の
分
割
前
に
遺
産
に
属
す
る
財
産
が
処
分
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
共
同
相
続
人
は
、

そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
、
当
該
処
分
さ
れ
た
財
産
が
遺
産
の
分
割
時
に
遺
産
と
し
て
存
在
す
る
も
の
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
共
同
相
続
人
の
一
人
又
は
数
人
に
よ
り
同
項
の
財
産
が
処
分
さ
れ
た
と
き
は
、

当
該
共
同
相
続
人
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
同
意
を
得
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
九
百
七
条
第
一
項
中
「
遺
産
の
」
の
下
に
「
全
部
又
は
一
部
の
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
そ
の
」
の
下
に

「
全
部
又
は
一
部
の
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
遺
産
の
一
部
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
り
他
の
共
同
相
続
人
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

お
け
る
そ
の
一
部
の
分
割
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
九
百
七
条
第
三
項
中
「
前
項
」
を
「
前
項
本
文
」
に
改
め
る
。

第
九
百
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
遺
産
の
分
割
前
に
お
け
る
預
貯
金
債
権
の
行
使
）

第
九
百
九
条
の
二

各
共
同
相
続
人
は
、
遺
産
に
属
す
る
預
貯
金
債
権
の
う
ち
相
続
開
始
の
時
の
債
権
額
の
三
分
の

一
に
第
九
百
条
及
び
第
九
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
当
該
共
同
相
続
人
の
相
続
分
を
乗
じ
た
額
（
標
準
的

な
当
面
の
必
要
生
計
費
、
平
均
的
な
葬
式
の
費
用
の
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
預
貯
金
債
権
の
債
務
者
ご
と

に
法
務
省
令
で
定
め
る
額
を
限
度
と
す
る
。）に
つ
い
て
は
、
単
独
で
そ
の
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
権
利
の
行
使
を
し
た
預
貯
金
債
権
に
つ
い
て
は
、
当
該
共
同
相
続
人
が
遺
産
の
一
部
の

分
割
に
よ
り
こ
れ
を
取
得
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
九
百
六
十
四
条
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
九
百
六
十
八
条
第
二
項
中
「
自
筆
証
書
」
の
下
に「（
前
項
の
目
録
を
含
む
。）」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
三
項

と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
筆
証
書
に
こ
れ
と
一
体
の
も
の
と
し
て
相
続
財
産
（
第
九
百
九
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
権
利
を
含
む
。）の
全
部
又
は
一
部
の
目
録
を
添
付
す
る
場
合
に

は
、
そ
の
目
録
に
つ
い
て
は
、
自
書
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
遺
言
者
は
、
そ
の
目
録
の

毎
葉
（
自
書
に
よ
ら
な
い
記
載
が
そ
の
両
面
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
両
面
）
に
署
名
し
、
印
を
押
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
百
七
十
条
第
二
項
及
び
第
九
百
八
十
二
条
中
「
第
九
百
六
十
八
条
第
二
項
」
を「
第
九
百
六
十
八
条
第
三
項
」

に
改
め
る
。

第
九
百
九
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
遺
贈
義
務
者
の
引
渡
義
務
）

第
九
百
九
十
八
条

遺
贈
義
務
者
は
、
遺
贈
の
目
的
で
あ
る
物
又
は
権
利
を
、
相
続
開
始
の
時
（
そ
の
後
に
当
該
物

又
は
権
利
に
つ
い
て
遺
贈
の
目
的
と
し
て
特
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
特
定
し
た
時
）
の
状
態
で
引
き
渡

し
、
又
は
移
転
す
る
義
務
を
負
う
。
た
だ
し
、
遺
言
者
が
そ
の
遺
言
に
別
段
の
意
思
を
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の

意
思
に
従
う
。

第
千
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
千
条

削
除

第
千
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

遺
言
執
行
者
は
、
そ
の
任
務
を
開
始
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
遺
言
の
内
容
を
相
続
人
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
千
十
二
条
第
一
項
中
「
遺
言
執
行
者
は
」
の
下
に
「
、
遺
言
の
内
容
を
実
現
す
る
た
め
」
を
加
え
、
同
条
第
二

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

遺
言
執
行
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
遺
贈
の
履
行
は
、
遺
言
執
行
者
の
み
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
千
十
三
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
し
た
行
為
は
、
無
効
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
善
意
の
第
三
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
相
続
人
の
債
権
者
（
相
続
債
権
者
を
含
む
。）が
相
続
財
産
に
つ
い
て
そ
の
権
利
を
行
使
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
三
十
年
七
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
七
十
二
号

民
法
及
び
家
事
事
件
手
続
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
民
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
八
百
九
十
九
条
」
を
「
第
八
百
九
十
九
条
の
二
」
に
、「
第
千
二
十
七
条
」
を
「
第
千
四
十
一
条
」に
、

「
第
八
章

遺
留
分
（
第
千
二
十
八
条

第
千
四
十
四
条
）」を
「
第
八
章

遺
留
分
（
第
千
四
十
二
条

第
千
四
十

第
九
章

特
別
の
寄
与
（
第
千
五
十
条
）

九
条
）」に
改
め
る
。

第
八
百
八
十
五
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
編
第
三
章
第
一
節
中
第
八
百
九
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
共
同
相
続
に
お
け
る
権
利
の
承
継
の
対
抗
要
件
）

第
八
百
九
十
九
条
の
二

相
続
に
よ
る
権
利
の
承
継
は
、
遺
産
の
分
割
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

条
及
び
第
九
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
相
続
分
を
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
登
記
、
登
録
そ
の
他
の
対

抗
要
件
を
備
え
な
け
れ
ば
、
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

前
項
の
権
利
が
債
権
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
次
条
及
び
第
九
百
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
相
続
分
を
超

え
て
当
該
債
権
を
承
継
し
た
共
同
相
続
人
が
当
該
債
権
に
係
る
遺
言
の
内
容
（
遺
産
の
分
割
に
よ
り
当
該
債
権
を

承
継
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
債
権
に
係
る
遺
産
の
分
割
の
内
容
）
を
明
ら
か
に
し
て
債
務
者
に
そ
の
承
継

の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
共
同
相
続
人
の
全
員
が
債
務
者
に
通
知
を
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適

用
す
る
。
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